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令和３年第３回定例会 

富 良 野 市 議 会 会 議 録  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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                午前10時00分 開議 

                 （出席議員数18名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） これより、本日の会議を開きま

す。 

 新型コロナウイルス感染防止のため、会議中のマスク

の着用を許可いたします。 

 ただいま緊急事態宣言が発出されていることから、本

会議において、随時、休憩をとり、換気等対応しながら

会議を進めます。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 本日の会議録署名議員には、 

        石 上 孝 雄 君 

        小 林 裕 幸 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１、昨日に引き続き、市政に関する一般質問を

行います。 

 それでは、ただいまより大西三奈子君の質問を行いま

す。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） -登壇- 

 おはようございます。 

 通告に従いまして、質問いたします。 

 ふるさと納税など未来への原資、自主財源を確保する

ための仕組みの強化について、２点伺います。 

 ふるさと納税に関して、総務省から本年７月にふるさ

と納税に関する現況調査結果が公表され、ふるさと納税

の受け入れ額及び受け入れ件数の全国推移は、ふるさと

納税ワンストップ特例制度の利用が開始された平成27年

度より急激に右肩上がりに実績を伸ばしている状況にあ

り、令和２年度は過去最高の数値となりました。具体的

に、令和２年度の実績は、受け入れ額約6,725億円で対前

年度比1.4倍、受け入れ件数は約3,489万件で対前年度比

1.5倍となっています。さらに、令和３年度の住民税控除

額は約4,311億円で対前年度比が1.2倍、控除適用者数は

約522万人で対前年度比1.3倍の結果となり、国内におい

て多額の地方税が動いていることを示す結果が見えまし

た。新制度における返礼品の割合を引き下げても過去最

高のふるさと納税の適用となったことから、今後もます

ます自治体間の競争は激化していくと考えられます。 

 そこで、１点目、取り組みの評価と課題について伺い

ます。 

 本市においても、平成28年からポータルサイトを活用

して開始したふるさと納税の寄附額は年々増加傾向にあ

るものの、一部の地場産ＰＲにとどまり、返礼品拡大な

ど富良野の知名度と魅力を考えるともっと伸ばすことが

可能であると感じています。 

 また、コロナ禍において経済社会活動が縮小したまま

１年以上が経過し、時間軸が長引くほど、地域の雇用や

企業の体力の低下、国や地方財政の疲弊化などコロナリ

スクの課題が大きくなることも懸念することから、未来

への原資となる自主財源の一つ、ふるさと納税の増額を

図るための仕組みを考え直す時期と考えます。 

 私の過去の一般質問において、ふるさと納税の増額対

策について伺ったところ、返礼品競争には加わらず、ま

ちのＰＲを目的とした返礼品の企画やサイトなどまだま

だやれることがあり、必要なら民間事業者の力をかりる

場合もある、専門的な部署や専属職員は設けず、既存の

中でもっと精力的に動けるような体制を整えていきたい

との答弁でした。 

 その後も努力は続けられたものの、本市の実績を見ま

すと、令和元年度の納税受取額は6,150万円で179自治体

中108位、人口１人当たりの納税額は2,897円で道内179

自治体中143位、ふるさと納税寄附者数は3,324件でした。

令和２年度はさらに増額を図りましたが、全道の中でも

寄附額は少ない結果に終わり、市民からはもっと頑張っ

てほしいとの声が聞こえている実態と認識しています。 

 本年、市長の市政執行方針において、ふるさと納税に

ついて積極的な取り組みを進めるとあり、第６次総合計

画の中には、未来のための自主財源を生み出し続けるた

めの仕組みを強化するとあります。仕組みを強化するた

めには、担当者の視点のみならず、納税者である外から

の視点で富良野市の魅力を捉え、分析を行うことが大切

だと考えます。あわせて、地域経済の活性化に向けた域

内循環を高める努力が必要です。 

 これまでの取り組みをどのように評価され、課題とさ

れているのか、伺います。 

 次に、２点目、第６次総合計画に示すＫＰＩの達成に

向けた体制づくりについて伺います。 

 本計画において、令和３年度中に戦略的かつ共創的な

自主財源確保のための体制構築を行い、ふるさと納税額

は、令和４年度に２億円で寄附者数は１万件、令和12年

度には10億円で５万件を目標として掲げています。 

 数値目標の達成に向けては、単に寄附額の増額だけで

はなく、寄附者や地元の生産者にプラスの相乗や付帯効

果を上げていくことが価値あるふるさと納税であると考

えます。そのためには、返礼品の企画、発送元となる本

市と地元生産者の信頼関係の構築が大切になります。さ

らに、戦略的な取り組みが納税者の満足度向上やリピー
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ターの創出につながり、関係人口の創出や拡大に発展し、

その先に移住や定住といった将来に向けての継続的な関

係性の構築が重要で、その仕掛けを同時につくっていく

ことが行政に求められている役割であると考えます。 

 ふるさと納税で地方創生を目指す目的の達成と本市が

掲げる計画の推進に当たっては、人材確保が重要であり、

本市に専任の職員を配置すべきと考えます。 

 さらに、戦略的かつ共創的な自主財源の創出に向けて

は、民間企業において培った専門知識や業務経験、ノウ

ハウの活用、外部の視点を得ながら課題解決への取り組

みを展開することを目指して、地域活性化起業人や地域

おこし協力隊など、国の仕組みを活用する方法もありま

す。 

 ふるさと納税を推進するための体制整備について、本

市の見解を伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 おはようございます。 

 大西議員の御質問にお答えします。 

 ふるさと納税など未来への原資、自主財源を確保する

ための仕組みの強化についてでありますが、これまでの

ふるさと納税の取り組みについての評価につきましては、

本市の直近３カ年の寄附額の推移は、平成30年度4,870

万2,000円、令和元年度6,151万円、令和２年度9,459万

8,000円と増加していることから、この間の取り組みにつ

いては一定の評価をしているところであります。 

 しかし一方では、返礼品は市内の一部の地場産品にと

どまっており、提供事業者、返礼品の拡大と適切な在庫

管理とともに、観光、体験、宿泊、定期便、ポイント制

の導入など、地域資源を最大限活用することによって、

寄附額が大きく伸びる要素があると考えており、さらに、

ポータルサイトを初め、情報発信不足に関しても課題と

して捉えているところであります。 

 次に、専任職員等の配置による体制整備につきまして

は、ふるさと納税を一層拡充、推進するに当たっては、

返礼品メニューの拡充と情報発信、市民や事業者との連

携、寄附者との関係性の構築などさまざまな業務が発生

することが予想されます。特に、地場産品の育成と地域

活性化のため、事業者、生産者と積極的にかかわること

が必要であり、また、関係人口の創出や将来への移住、

定住につなげていくため、本市と寄附者との継続的な関

係性の構築が重要であると認識しております。 

 現在、ふるさと納税の取り組みに関してさまざまな見

直しを進めているところでありますので、新たな取り組

みについて実施、評価する中で、業務量の精査や他自治

体の状況等も参考にしながら推進体制について検討して

まいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 順次、再質問させていただき

たいと思います。 

 大変前向きな答弁をいただけたかなというふうに思っ

ておりますけれども、地域資源を最大限活用することで

寄附額が大きく伸びていくということの可能性を秘めて

いるという答弁だったと思います。こちらは、寄附額が

大きく伸びていく際には、マージンが域外に流出してい

くということも同時に考えていかなければいけないと思

います。 

 最初の読み上げでお伝えさせていただいた、域内循環

を高めることで地域経済の活性化を目指すということが

大変重要かと私は思っておりますけれども、そこの点に

ついて、戦略的にどのような目標を定められているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

します。 

 いま御質問いただきました部分と体制整備に関するこ

とを合わせた観点からお答えさせていただきますが、現

在、私どもとしては、市の体制として、ポータルサイト

にお願いして、ポータルサイトに対して中間事業者的な

役割をしていただきながら、市内の返礼品の提供事業者

に対して返礼品を求めているところでございます。 

 これらにつきまして、ポータルサイトであります中間

事業者の、この間、いろいろと総括をさせていただいた

中で、やっぱり、返礼品の提供事業者との接点が非常に

希薄といいますか、ちょっと足りなかったのではないか

というような部分の総括をさせていただいています。そ

の部分で、改めて中間事業者の見直しをさせていただい

ているところでありますけれども、先ほど市長からもお

答えをさせていただいておりますけれども、ふるさと納

税の目的につきましては、地場産品の育成とか地域活性

化も含めてありますけれども、その点に関しましては積

極的に事業者とかかわっていくというのが大切だという

部分は認識をしてございます。 

 ただ、この段階で、私たちの段階でいますぐ域内循環

というよりも、地域の中間事業者のノウハウを生かしな

がら、それもいただきながら組織体制を進めながら、将

来的には、域内循環といいますか、直営も含めて改めて

体制がどんな形が一番いいのだろうかという部分も含め

て、他市の事例も含めて検討させていただくというとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 



 - 55 - 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） いまの御答弁でいきますと、

将来的にはそこに目標を定めるということの理解をさせ

ていただいたのですが、富良野市のホームページ上で、

寄附状況、それから、使い道別充当事業が掲載されてお

りますけれども、やはり、寄附額が伸びたら充当事業を

あわせて伸ばしているという点は、私は、これはすばら

しい点だなというふうに受けとめておりますので、そう

いった形で、地域の中で経済がさらに好循環を回してい

くということはとても大事なことだと思いますので、そ

の認識に立たれて目標の設定の中にはあるという理解で

受けとめてよろしいでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再々質問にお答

えいたします。 

 寄附の増額に伴いまして、当然、充当事業の部分につ

いては緩和させていただいて、活用させていただくとい

うのはこれまでも進めさせていただいているところでご

ざいます。 

 先ほどのお答えとしましては、いわゆる中間マージン

と言っていいのかどうかわからないですけれども、中間

事業者に対する費用的なものだというふうに私は判断さ

せていただきましたけれども、現在、今後、いま進めよ

うとしています中間事業者に対する部分のノウハウをい

ただきながら、かつ、中間事業者との併用と、市の職員

との併用をしながら部分的に活用させていただくという

ことでございます。 

 それに基づきまして、職員の活用も含めて、先ほど申

しましたように、事業の実施をしながら、またあわせて

評価をしながら、ふるさと納税の推進について、どんな

形かも含めて、一番いいのかということを常日ごろから

評価しながら進めてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） それでは、次の点ですけれど

も、適切な在庫管理ということで、昨日、宮田議員への

答弁にもあったかと思いますが、先ほど私へも適切な在

庫管理をしていくということで答弁をいただきました。 

 この点が大変難しいというふうに、ほかの自治体の事

例からもお伺いをしております。やはり、ホームページ

上でも在庫切れだとかをなくしていかなければいけない、

それから、生産者とつながりを持って拡大をしていくと

いうことは、ここの点が大変難しくなってくるのではな

いかと思っております。 

 発送作業を含めて、ここが重要な業務で、そこが寄附

者との信頼関係に、大変、レビューには傷をつけられな

いような、大変重要な作業になってくるのではないかと

思いますけれども、適切な在庫管理とはどのようなこと

を指されるのか、もう少し詳細についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

します。 

 適切な在庫管理という形で答弁させていただいたとこ

ろでございますけれども、常日ごろある部分であれば、

おおむね常に出していくのですが、限定品ということに

なれば、本当にいろいろなサイトがふえればふえるほど、

欠品がないような形できちっとしていかなければならな

いというところで、適切な在庫管理ということでさせて

いただいてございます。 

 この間、私どもとしては、ポータルサイトの中間事業

者にその部分をお願いしておりましたけれども、必ずし

も私どもの思っているような適切な管理という結果には

なってございませんでした。そのため、改めてより適切

な中間事業者を考えながら、サイトによって在庫が変わ

るということではなくて、全体を見つめた在庫管理をし

ていただくというような形でお願いするということで考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 次の質問ですけれども、情報

発信についてお伺いしたいのですけれども、課題として

挙げられておりましたが、ここの部分で私が大事だと思

っているのは、内側から見えている視点で何を情報発信

していくかということもとても大切な視点ではあります

けれども、大事なことは、納税者である外からの視点で

分析ができているかどうかということが重要になるかと

思います。 

 ふるさと納税にかかわる住民税控除の適用状況、こう

いったあたりについても分析をなさっていらっしゃるの

か、また、分析されているとしたら、どういったアプロ

ーチをしていくことが大事だというふうに考えていらっ

しゃるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

します。 

 情報発信という観点につきましては、例えば、いただ

いた部分とのつながりをより広げていくという部分もあ

りますし、継続していくという部分も含めて、例えば、
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これから、いま検討しているものについては、メルマガ

も含めて考えているところでございます。その辺はもう

既にやられている自治体もありますし、関係性を強めて

いるというところでございますので、その辺を強化して

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 納税の部分に関しましては、全国一律でございますの

で、私たちがいま、実のところ、独自にするという部分

ではできない部分でありますけれども、ただ、私たちの、

富良野市民が他のまちのほうに納税されているという部

分については私は掌握はしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 確認なのですけれども、うち

のまちに住まわれている住民が他の自治体に納税してい

るのは把握しているけれども、どこから寄附をいただい

ているかということの把握はされていないということだ

ったのか、もう一度、済みません、御答弁を、基本的に

はあるはずだと思って理解していたのですけれども、も

う一度お願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再々質問にお答

えします。 

 寄附者が、どこのまちの人たちか、もちろん住所を含

めて、どういう都道府県で、どういう市町村の方が富良

野に寄附をいただいているかという部分については、も

ちろん掌握はさせていただいています。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 掌握はされているけれども、

分析がされていないということだったのかもしれません。

失礼しました。 

 総務省の報告の内容を見させていただきますと、やは

り、首都圏からの寄附というものが全国的には多いよう

です。東京都民が100万人を超えていて、市町村民税額ベ

ースでは、横浜市、名古屋市、大阪市、川崎市など、そ

ういったところが10万人を超えているというあたりから、

寄附額を伸ばしている自治体というのは、首都圏に出向

いていってキャンペーンを行うなど、外の情報をしっか

りキャッチして、それを取り込んでふるさと納税のＰＲ

につなげていく、そういった活動もなさっているようで

すけれども、そこまでうちのまちとして努力していく考

えはあるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

します。 

 総務省の報告のほうでも控除の多い20団体というよう

な報告をされていますし、状況的にはいわゆる首都圏な

りが多いというのは私どもも理解をさせていただいてい

ます。 

 以前、過去の話になりますが、首都圏を中心に対して、

新聞広告を含めて出したいと一度検討したことはあるの

ですが、そのこと自体が抵触するという部分があったも

のですから、一時取りやめになったところがございます。 

 そういうところで検討はさせていただいていたのです

けれども、非常に、ふるさと納税だけをピックアップし

て宣伝するというのは、非常にいまは厳しい状況であり

ますので、富良野の魅力を知ってもらう部分を、もっと

もっと知ってもらうような、どんな形も含めてあるのか

というのは、日ごろから検討させていただいていますけ

れども、ふるさと納税だけではなくて、富良野市の魅力

をとにかく知ってもらうという部分を進めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） いまの点で言いますと、どち

らの自治体も、要するに、うちのまちを、どう魅力を伝

えていけるかということを、外に出向いていって取り組

まれているということですので、あわせて、ふるさと納

税に関する内容も盛り込みながら外の情報をキャッチし

てくる、そして、それをどうアプローチしていくかとい

うことを大切にする必要があると思います。 

 そこで、２点目の質問にもかかわってきますけれども、

私がなぜ専任職員の配置が必要かというふうに捉えてい

るかという点なのですけれども、やはり、関係人口の創

出、拡大、これが将来への移住、定住につながってくる、

そういったことを、ふるさと納税を通して地域の魅力を

発信していくことにつながるのだと思うのですけれども、

この将来に向けての関係人口の創出に向けては、仕掛け

というものを同時につくっていく必要があるのではない

かと思いますので、専任職員の配置が必要だというふう

に申させていただいております。 

 先ほどの答弁でいきますと、業務量の精査ですとか、

そういったことをまずやってみて、その上での専任職員

の配置などの検討という答弁だったかと思いますけれど

も、順序として、優先順位としては、私はこれが先に来

るのではないかというふうに思いますけれども、そのあ

たりの見解についてお伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

します。 
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 体制整備といいますか、職員配置が優先ではないかと

いうようなふうに理解をさせていただいてございます。 

 先ほども申しましたように、もちろん関係人口の創出

に関しましては、ふるさと納税ではなくて、いろいろな

部分の業務、いろいろな部分の関係がございますので、

関係人口の創出という観点では、専任といいますか、配

置をさせていただいてございますので、ふるさと納税に

特化したという部分では専任ではないということでござ

います。 

 関係人口の創出という観点とふるさと納税というとこ

ろでありますけれども、大西議員がおっしゃるように、

関係性を含めて深めて、より深化していくというのは当

然だと思いますので、先ほどもちょっと触れさせていた

だきましたけれども、情報発信の継続も含めて進めさせ

ていただきたいと思いますが、それについては、ふるさ

と納税に特化することではなく、いろいろな面で関係人

口の創出ということでは必要だというふうに思ってござ

います。 

 事、ふるさと納税に関して言いますと、先ほども申し

ましたけれども、中間事業者の、とりあえず業務量を見

ながら、業務量がどれだけ多くなっていくのかというこ

とも見ながら進めさせていただきますので、関係人口の

創出についてはいまの状況でほぼ専任の部分で進めさせ

ていただきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 今後の課題が見出されていて、

前進しようとなさっていらっしゃるところのその努力は、

私は、しっかり体制をつくっていかれるのだというのは

理解はさせていただいているのですけれども、それを進

めるに当たっての配置というものがなければ、移住は既

にいま専任でいらっしゃる、でも、ふるさと納税はかか

わりのある職員でいま賄っているというのが現状ではな

いかと思うのですけれども、やはり、関係人口の創出、

これはすごく重要なことだと思います。まちの人口の増

加に向けて努力していくべきところだと思っております

ので、同時に仕掛けをつくるのであれば、では、移住の

担当者がそこをなさっていくのか、それとも、ふるさと

納税としての推進に当たって専任の職員を置くのか。私

は、両方必要ではないかというふうに思っております。

もしくは、連携が必要だと考えますけれども、そこの点

についてのお考えをお聞かせください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再々質問にお答

えさせていただきます。 

 業務を遂行するに当たっては、当然、職員で賄ってい

くわけでございますので、専任といいますか、いろいろ

な業務をしながら、かかわり合いながら、例えば、移住

は移住だけではなくて、関係人口創出は関係人口創出で

はなくて、いろいろなものも含めて進めさせていただき

ますし、ましてや、その担当職員だけでなくて、例えば、

係全体、課全体で進めていくというところでございます

ので、いま現在、先ほども申しましたように、関係人口

創出だけの専任ではありませんけれども、全体のそうい

うことを網羅しながら進めていくというところでござい

ますので、先ほども申し上げたふるさと納税だけの専任

という部分については、今後、業務量も含めて人手は考

えさせていただきますけれども、関係人口創出なり、そ

ういう包括的な部分の職員配置については、配置してい

るというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） ここで、換気のため、５分間休

憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時32分 休憩 

        午前10時35分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 私の、専従を置いていく意味、

考えていることとしましては、先ほど一番最初に出てき

た域内循環を高めていくということから考えていく必要

があるのではないかと思いまして、返礼品の拡充であっ

たり適切な在庫の管理、それから、事業者との連携であ

ったり、寄附者との関係性の構築ということで最初に答

弁をいただいております。この構築、体制をつくってい

くということは、当然、業務量もふえていくものだとい

うふうに私は考えつきます。 

 もう一つ大事なことは、生産者というのは富良野の応

援者でもあるということで考えますと、富良野のよさを

一番知っているのは市の職員ではないかと思いますし、

ここに行政職員が積極的にかかわるべきではないかとい

うふうに考えておりますので、将来的な関係人口の創出

ももちろん大事ではありますけれども、そこをトータル

的に考えると、専任の職員の配置が必要ではないかとい

うことで考えておりますけれども、そこの考えについて

お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え
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します。 

 域内循環なりも含めて、生産者との信頼を含めてです

けれども、そこの部分をなおざりにしているということ

ではなくて、そこの部分は十分理解はしているつもりで

います。ただ、強化は必要だというふうに思っています

が、先ほども申しましたように、この業務量も含めて、

生産者とか事業者とのつながりは、もちろん、いまでき

るところは進めさせていただいていますし、それがもっ

ともっと大きくなってくれば、当然、業務量から見れば

必要だというふうに考えているところでございます。 

 そこで、先ほどもお答えさせていただきましたように、

その中で常に取り組みについて実施して、また評価をし

ながら、その業務量を精査したりとか、より強化する必

要があるという段階で判断をさせていただきたいという

ことで答弁させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） いまの答弁でいきますと、理

解はされているということと、それから、業務量を含め

て強化していくことを考えたときには視野に入れて検討

されるということの答弁をいただいたかと思います。 

 やはり、私は、職員をそこに配置するだけの費用対効

果というものを出せるのではないかと思うので、ここの

点を強く述べさせていただいておりますけれども、例え

ば、他自治体の事例を参考に私も調査をさせていただき

ました。約100億円、年間の受入額を出されているところ

ですけれども、正職員を５名、非正規職員を４名配置し、

専任で年間五、六百万円掛ける人数分を出したとしても、

十分な費用対効果を出せているという実績も全国にはあ

るようです。 

 こういったところから、富良野市も頑張って進めてい

くというのは見えておりますので、もっともっと頑張れ

るのではないかと思います。頑張るための体制はつくら

れているので、そこを推進するための人の配置、ここを

早急に進めていくべきだと考えます。 

 業務量を含めての取り組みの時期というのはいつごろ

見えてくる予定でいらっしゃるのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再々質問にお答

えします。 

 ふるさと納税の部分については、当然、先ほどおっし

ゃられたように、直営の人もいらっしゃいますし、会計

年度で任用されている方も含めて、体制を整えさせてい

ただいています。ただ、そこの部分についても、当初は、

中間事業者と協力をしながら、その結果、独自にやって

いきたいというふうに進めているという部分を伺ってご

ざいます。 

 先ほど申しましたように、私どもとしてはまだ発展途

上だというふうに思っていますので、もちろん関係人口

の創出については引き続き進めさせていただきますけれ

ども、それにプラス、より多くふるさと納税をふやして

いくために、先ほどもちょっとお話をいただきました、

町村ともいろいろとやりとりをさせていただきながら、

先進事例としても伺いながら進めさせていただいてござ

います。 

 その中で、何度も同じような答えになるかもしれませ

んけれども、取り組みを強化して、その中で実施をして

評価をしていく、あわせて、全体の職員の配置というこ

とになりますけれども、その中で必要であれば職員も専

任を増員していくというのは考えていきたいというふう

に考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 時期的なものについてですけ

れども、第６次総合計画の中では令和３年度中に体制整

備、構築というふうに書かれておりますけれども、その

スケジュールの中で取り組まれるお考えなのか、確認さ

せてください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

します。 

 第６次総合計画につきましては、令和３年度からスタ

ートして４年度に２億円ということで、最終的には12億

円を目標にという部分にしています。 

 あくまでも、私どものいまの想定として、今回、令和

３年度で体制を整えさせていただいて、この中で一番時

期が多い思われる年末も含めて進めさせていただいてい

るということで、いま準備をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 その中で、納税額が非常に多くなっていくということ

であれば、改めて体制については考えさせていただきま

すけれども、いまの段階でいつというような、いつの段

階で、何年に何人ふやすというようなことは、大変申し

わけないですけれども、お答え申し上げられない状況で

ございますので、先ほど申しましたように、額をふやし

た段階で判断させてもらいたいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 額をふやした段階で考えると

いうことですけれども、同時に並行で考えるという考え
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の中で、最終的な計画の設定が同時に立てられていくの

かどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） 大西議員の再質問にお答えさせて

いただきます。 

 専任職員を置くか置かないかというところでお話をい

ただいておりますけれども、ふるさと納税に関しての課

題の整理ですとか、あるいは、この後、向かっていく目

標の部分については御答弁をさせていただいております

し、その部分、富良野市のいま抱えている、ふるさと納

税に関しての課題については、大西議員の指摘されたこ

とと同一かというふうに思っております。 

 その課題に向けて、いま、情報発信をポータルサイト

を使ってどのようにしていこうか、あるいは、地元の事

業者とどういう形で連携していこうかということで検討

させていただいておりますし、実際にそういったものに

向かって動きも始まっております。そういった課題は共

通の認識を持っておりますので、その課題解決に向けて、

まずはいま動いている取り組みで進めさせていただきた

いということでございます。 

 その結果として、部長が答弁させていただいたように、

寄附額あるいは業務量、そういったものがふえてきて外

部だけに任せておけないというような状況が出てきたと

きには、これはもう、専任職員というのは考えていかざ

るを得ないことかなというふうに思っておりますので、

時期をいつにするといま決めるのではなくて、解決に向

けて、とりあえず行動はさせていただいておりますので、

時期あるいはタイミング、状況、そういったものを判断

して御指摘をいただいた部分については検討していきた

いということでございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ３番大西三奈子君。 

○３番（大西三奈子君） 目標に向かって前向きに進ん

でいかれる中で、必要が出てきたタイミングで配置も考

えるという御答弁をいただいたかというふうに理解をさ

せていただきたいと思います。 

 最後に、質問の中に入れさせていただきました、民間

企業において培った活力、こういったものを生かしてい

く、そういった点で、いま、国の仕組みの中で、地域活

性化起業人ですとか地域おこし協力隊など国の仕組みも

あるかと思いますけれども、そういったものもあわせて

登用すべきではないかというふうに考えておりますけれ

ども、方向性についてお伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 国の制度、総務省等の制度を使いながら進めるべきで

はないかということでございます。 

 地域活性化起業人は、昔で言う地域おこし企業人とい

う制度でございますけれども、もちろん、これについて

も活用は検討させていただいてございます。 

 ただ、この部分も、活用は、視野に入れながら、必要

であればしたいと思っていますけれども、この部分で難

しい部分は、私たちの必要な人材というのは、なかなか、

マッチングできるかというのが正直ありますので、検討

はさせていただいたけれども、実現に至っていないとい

うところがございます。 

 そういう面では、いま、いろいろな中間事業者とお話

をさせていただいています。いろいろなところが来て、

他の事例等も含めて、こういうスピーディーなという話

も聞かせていただいていますので、そういう国の制度を

活用するという面もありますけれども、いろいろな業者

からのいろいろなノウハウを得ながら進めてまいりたい

というところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 よろしいですか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、大西三奈子君の質問は

終了いたしました。 

 ここで、10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時47分 休憩 

        午前10時53分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、後藤英知夫君の質問を行います。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） -登壇- 

 さきの通告に従い、順次、質問いたします。 

 へき地保育所の現状とあり方について伺います。 

 富良野市の人口は、昭和40年代をピークに徐々に減り

始め、日本が人口減少社会に入ったことにより拍車がか

かり、人口減少が現在の本市の大きな課題の一つともな

っております。農家戸数の減少などもあり、農村地域に

おいてはその傾向がより強く、高齢化とともに若者の減

少と少子化が急速に進んでいるように感じます。 

 山部中学校が富良野西中学校と統合となり、また、令

和５年３月31日をもって布礼別小学校が閉校し、富良野

東小学校と統合されることが決定されております。学校

や保育所は、地域におけるコミュニティーの中心的役割



 - 60 - 

を担っていることも多く、子供たちの減少がさまざまな

影響を与え、さらなる人口の流出も懸念されるところで

す。 

 本年第１回定例会における教育行政執行方針に対する

代表質問でのへき地保育所の今後のあり方についての質

問に対し、現状での運営を維持することが困難になった

場合を見据え、保護者及び地域の代表者などによるへき

地保育所の在り方検討会から提出された意見書をもとに、

令和２年10月に策定した子どもたちにとって望ましい幼

児教育・保育環境の確保に向けた指針に基づき、令和３

年度から保護者及び地域との検討、協議を進めていくと

答弁されております。 

 共働き世帯も多い農村地域にとっては、地元で安心し

て子育てできる保育・教育環境としての保育所は不可欠

と考えられ、へき地保育所の今後が憂慮されるところで

す。 

 そこで、１点目に、現状について伺います。 

 本市には、山部保育所、東山保育所、あおぞら保育所

と三つのへき地保育所がありますが、近年の保育児童数

の推移がどのようになっているのか、また、今後の見通

しについてお聞きします。 

 ２点目に、へき地保育所の在り方検討会から提出され

た意見書の内容と、令和３年度から進めるとした保護者、

地域との検討、協議の内容と進捗状況について、可能な

限りお知らせください。 

 ３点目、教育委員会としてへき地保育所の将来のあり

方をどのように見据えているのか、見解を伺い、１回目

の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 後藤議員の御質問にお答えいたします。 

 へき地保育所の現状とあり方についての１点目、へき

地保育所の現状についてでありますが、本市のへき地保

育所につきましては、へき地における保育を必要とする

幼児その他の児童の福祉の増進を目的として、入所させ

る児童の居住区域を設け、山部保育所、東山保育所、あ

おぞら保育所の３施設を設置しております。 

 それぞれのへき地保育所の保育児童数の推移と居住区

域での出生の状況による今後の保育児童数の見通しにつ

いてでありますが、山部保育所では、近年は20人前後で

推移しており、令和３年度当初は24人の入所がありまし

た。今後も20人以上の保育児童数で推移していくと推測

しております。東山保育所では、令和元年度までは15人

前後で推移しておりましたが、令和３年度当初では６人

の入所となり、今後も６人前後の保育児童数になると推

測しております。あおぞら保育所では、平成27年度の31

人をピークに減少しており、令和３年度当初は６人の入

所となりましたが、今後の見通しといたしましては、10

人前後の保育児童数で推移していくと推測しているとこ

ろであります。 

 ２点目の保護者、地域との検討、協議の進捗状況につ

いてでありますが、令和元年度に設置した保護者及び地

域の代表者などによるへき地保育所の在り方検討会の意

見といたしましては、地域の保育ニーズに応えられる保

育施設として、保育形態の移行による保育、預かり時間

の延長、開所日の確保に努めること、給食提供の可能性

を検討すること、地域在住の保育士資格者などの人材活

用・確保に努めること、教育的観点から幼少接続が円滑

にできる設置場所を検討すること、へき地保育所を廃止、

統合する場合は、統合先の保育所までの交通手段を確保

すること、これらを変更する場合には、保護者、地域と

十分に協議し、合意形成の上で進めることとの内容がま

とめられた意見書をいただきました。 

 教育委員会では、意見書をもとに令和２年10月に策定

した子どもたちにとって望ましい幼児教育・保育環境の

確保に向けた指針に基づき、保育児童数の減少が進み、

へき地保育所において、現状のままの幼児教育・保育を

維持することが非常に困難になった場合を見据え、保育

形態や保育場所など具体案を提示しながら、今後、保護

者や地域との検討、協議を進めてまいります。 

 ３点目のへき地保育所の今後のあり方についてであり

ますが、本市では、農村地域にある少人数の保育所には、

地域とのつながりの深さなど小規模ならではのよさがあ

ると認識しているところであります。 

 しかし、保育児童数が５人程度まで減少のへき地保育

所につきましては、保育形態の見直しにより、地域に子

供を預ける場所を確保することを念頭に置き、施設の運

営に当たっては、地域在住の保育士資格を持つ人材の活

用や地域の協力をいただきながら、子供たちが少人数で

あっても社会性を育むことができる環境づくりに努めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） いま、現状を最初にお聞きし

ました。 

 その中では、東山保育所、あおぞら保育所に関しては、

かなり、私の予想以上に減っているし、今後の増加も見

込めないのかな、そのようにお聞きしましたし、山部保

育所に関しては20人前後で推移しているということであ

りますので、そこそこいらっしゃるのかなというふうに

お聞きいたしたところでございます。 

 今回、いろいろな影響の中では、協議、検討というの

はまだ余り進んでいないというような話も聞いています

けれども、保護者、地域と検討を今後進めていくという
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中で、保護者というのはわかりやすいのですけれども、

地域というのはどのような方を想定されているのか、ま

た、それは決まっていらっしゃるのか、それとも、前段

で出てきましたへき地保育所の在り方検討会、そういう

メンバーと重複するのか、その辺に関してお聞きしたい

と思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再質

問にお答えいたします。 

 今後、地域、保護者との協議に入っていく場合、特に

地域の方々の部分をどのように考えているかということ

でございますけれども、令和元年度に行いましたへき地

保育所の在り方検討会の中にも、地域の代表ということ

で、それぞれ地域の振興会あるいは連絡協議会等々の代

表の方々にも入っていただきました。 

 ですので、今後、地域との協議を進めていくに当たり

ましては、それらの方々にもまたお話をさせていただく

機会を設けながら進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） いまの話だと、予定はしてい

ますけれども、まだはっきりとした委嘱とかそういうこ

とはされていないということでよろしいのでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再質

問にお答えいたします。 

 委嘱ということではなくて、地域の方々につきまして

は、その話し合いの場に一緒に参加していただくような

ことを考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） 先ほど、人数の今後の推移も

含めながら聞きました。 

 その中では、三つの保育所でいろいろ事情が変わって

くるのかなというふうなことも考えられるのですけれど

も、検討や協議がこれからもし進んでいった場合、いろ

いろな意見が出てくるようなことも想定されます。その

中で、三つの保育所それぞれ個別に対応されていくのか、

それについてまず伺いたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再質

問にお答えいたします。 

 話し合いの場はそれぞれの保育所エリアでやるのかと

いうことでありますけれども、基本的に、やはり、それ

ぞれの地域性があると思いますので、まとめてではなく

て、それぞれの地域ごとに協議の場を設けていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） そうなると、最終的な結果と

して別々な結果もあり得るということでよろしいのでし

ょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再質

問にお答えいたします。 

 その地域ごとの協議によっては別々な結論といいます

か、出るのかということでございますけれども、やはり、

先ほども答弁させていただきましたように、地域ごとの

特性がやはりあるかと思います。そんな中で、地域によ

っては、そのことによって、場合によっては違う対応と

いうことになり得ることもあるのかなというふうに思っ

ています。 

 そこの部分につきましては、地域と十分話し合いを持

ちながら進めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） 検討、協議をこれから進めて

いくという中で、それを重ねていった結果として、いつ

かは一定の方向性を出していくのだろうというふうにな

っていくと思うのですが、これに関しては、新型コロナ

ウイルスの感染状況もあって、それにもよると思うので

すが、結論というものはいつごろをめどにしているのか、

また、めどがあるのか、それについてお伺いしたいと思

います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再々

質問にお答えをいたします。 

 協議のめどはどのように考えているのかということで

ありますけれども、先ほど教育長の答弁の冒頭にもあり

ましたように、保育児童の推移というものがございます。

一つはそれを見据えていかなければいけないという部分

と、その中で、やっぱり、地域との協議には、一定程度、

時間を、きちっと丁寧に説明をしながら、意見を聞きな

がら進めていかなければいけないというふうに思ってお

りますので、特段、いつまでということではなく、人数

が少なくなることを見据えながら協議を進めていきたい
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というふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） 先ほどの最終的な答弁で、今

後の保育所のあり方という中では、５人程度に減少した

ときには保育形態も考えながら考えていくというような

お答えだったかなというふうに考えています。 

 へき地保育所は、先ほど私も申し上げましたし、教育

長の答弁の中にもありましたけれども、地域にとっては

大変重要であると私は認識していますし、へき地保育所

の維持、存続という中では、そのあり方自体を検討する

ことになっていくのか、それとも、もしくは、先ほど５

人ほど減少した場合には保育形態も変わるということも

ありましたけれども、もしかすると、教育委員会の中に

は統合や廃止も視野に入れた中の協議になることもあり

得るのか、そこについて伺いたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再々

質問にお答えいたします。 

 今後の協議の中で、統廃合等々も見据えているのかと

いうことでありますけれども、やはり、へき地保育所の

ある地域は農村地域が中心であります。そんな中では、

やはり、地域とのつながり、また、農繁期等々を含めな

がら合併、統合とかをしていきますと、非常に、時間的

なロスも含めながら厳しいものが出てくるのだというふ

うに思っています。 

 そんな中では、教育委員会としましては、統廃合とい

うことではなくて、やはり、形態を変えた中で、いまは

保育所という運営方法をとっておりますけれども、それ

が少なくなっていきますと、その運営自体が厳しくなっ

てくるというふうに考えておりますので、最低限でも預

かりの場所等々も含めて地域に残していくというような

考え方で、今後の話し合い、協議のほうを進めてまいり

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 17番後藤英知夫君。 

○17番（後藤英知夫君） 最後に、同じことをまた繰り

返すかもしれませんけれども、形態が変わることがある

かもしれないけれども、教育委員会としては統合や廃止

ということは視野には入れていないということでよろし

いでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再々

質問にお答えいたします。 

 教育委員会に再度の確認ということでありますけれど

も、教育委員会としましては、統廃合ということではな

く、形態を変えた預かりの場を含めながら考えていきた

いというふうに思っています。また、その中には、地域

の方々のやっぱり協力を得なければいけないというふう

に思っておりますので、その辺も含めながら双方で検討

していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、後藤英知夫君の質問は

終了いたしました。 

 ここで、10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時13分 休憩 

        午前11時17分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、関野常勝君の質問を行います。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） -登壇- 

 さきの通告に従い、２件について質問をいたします。 

 １件目、介護人材の確保対策について。 

 市長は、先般の市政執行方針において、市民の命と生

活を守ることを基本に、高齢者が安心して住みなれた地

域で暮らし続けることができる地域包括ケアシステムの

構築に向け、市民主体の事業を拡充し、介護予防や重度

化予防の取り組みなど、事業所へのリハビリテーション

に専門職の派遣を行い、さらに、介護保険事業において

は、介護人材の不足やサービスの提供の支障とならない

よう、事業所などと連携し、介護人材確保に取り組むと

力強い発言をされました。 

 平成30年度以降、介護現場の人材不足が深刻化してき

た状況の中、人口減少・少子高齢化の進展に伴い、本市

においても人材不足の対策は大きな課題となっておりま

す。また、人材確保は、あらゆる職種においても喫緊の

課題でもあります。 

 今回、私は、介護人材の確保に重点を置き、１項目と

して、各介護関係事業所における人材不足の対策強化に

ついて、３点の質問をさせていただきます。 

 １点目、本年度から外国人介護福祉人材育成支援協議

会の正会員となり、事業の推進をされていますが、現在

までの取り組みの進捗及び介護人材確保の状況について

お伺いをいたします。 

 ２点目は、外国人介護福祉人材の受け入れが円滑に進

むよう、受け入れを希望する事業所への市のサポートが
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必要と考えますが、市の役割についてお伺いいたします。 

 ３点目、今後、人材不足の対策として、資格取得が可

能な専門学校等への進学を促すために、市独自の制度と

して返済免除の条件を含めた奨学金制度を創設すべきと

考えますが、市の見解についてお伺いいたします。 

 次に、２件目の地域住民参画による学校教育の充実に

ついて質問をいたします。 

 これまでも、教育の根幹をなす教育基本法や学校教育

法などが改正され、さらには、北海道総合教育大綱が示

され、ふるさと、自立、ともに支え合い、未来を切り開

くことを基本理念とし、教育の新たな状況下の中で、富

良野市においても、行政、学校、家庭、地域が一体とな

り、子供たちがみずから学び、みずから考える力を育成

することを目指した第１次、第２次、そして第３次学校

教育中期計画がしっかりと推進されておりました。 

 さらに、令和３年度から、第１次富良野市教育振興基

本計画を掲げ、現状や課題、施策の方向性についてもし

っかり検証され、本市教育の底上げの原動力につながり、

また、地域に根差した開かれた学校づくりから、地域と

ともにある学校に向けても、子供たちの教育環境を整え

ることを最優先に、学校施設の整備など、学校を支える

コミュニティ・スクールにしっかりと結びついているこ

とは理解しているところであります。 

 そこで、１項目のコミュニティ・スクールのあり方に

ついて、２点の質問をさせていただきます。 

 １点目は、コミュニティ・スクール制度が導入され４

年が経過しましたが、これまでの学校評議制度とは変わ

り、学校運営協議会を設置し、学校運営に保護者や地域

住民が参画することで学校のイメージがどのように変わ

ってきたのか、また、地域の学校に対する支援活動の活

性化につながっているのか、現状と課題についてお伺い

をいたします。 

 ２点目は、教育長は、さきの代表質問時の答弁におい

て、コミュニティ・スクールに関し、学校を核とした地

域づくりを目指し、さまざまな活動に取り組むことを期

待したいと答弁をされておりますが、学校を核とした地

域づくりはできたのでしょうか、また、さまざまな活動

とは具体的に何かをお聞きいたします。 

 以上で、第１回目の質問を終わります。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 関野議員の御質問にお答えします。 

 １件目の介護人材の確保対策についての各介護関係事

業所における人材不足の対策強化についてでありますが、

外国人介護福祉人材育成支援協議会への取り組みの進捗

及び介護人材確保の状況につきましては、本市は、外国

人介護福祉人材育成支援協議会が発足した平成30年12月

から賛助会員として加盟し、市内での外国人介護福祉人

材の受け入れに向けて情報収集や要望調査に努めてまい

りましたが、このたび、市内事業所から人材受け入れの

要望を確認したことから、本年度より正会員となるべく、

諸経費を予算計上し、協議会との調整を行ってきたとこ

ろであります。 

 介護人材確保の状況でありますが、本年５月に協議会

より本市が正会員となる連絡を受け、令和５年度に外国

人１名の受け入れが内定しております。 

 次に、外国人介護福祉人材の受け入れが円滑に進むた

めの市内事業所に対する市の役割についてでありますが、

市内事業所に対し、外国人介護福祉人材の受け入れに向

けての情報提供や要望調査を継続するとともに、外国人

介護福祉人材育成支援協議会との調整に努めてまいりま

す。 

 次に、人材不足対策として、資格取得が可能な専門学

校などへの進学を促すための市独自の奨学金制度の創設

についてでありますが、現在、専門学校や大学に進学さ

れる方への学資の貸与につきましては、育英基金を活用

いただいております。育英基金の貸与を受けた方は、卒

業後１年以内に富良野市に住民登録し、かつ市内に就職

または自営業に従事した場合は、その期間の返還を免除

しております。 

 また、市内の介護人材育成を目的に、無資格者であっ

ても市内介護事業所に就職し、事業所で働きながら介護

の資格を取得できるよう、介護職員初任者研修や介護職

員実務者研修の受講料を事業所が負担した場合に、その

金額の２分の１を補助する介護人材育成事業補助金もあ

ることから、これらの制度を活用し、人材育成への支援

を進めていくこととしており、新たな奨学金制度の創設

は考えておりません。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 関野議員の御質問にお答えいたします。 

 ２件目の地域住民参画による学校教育の充実について

のコミュニティ・スクールのあり方についてであります

が、本市では、コミュニティ・スクール、学校運営協議

会を設置している学校の制度を平成29年度から小学校で、

翌30年度から中学校で導入しており、全ての小・中学校

において地域とともにある学校づくりを目指し、学校、

保護者、地域住民の参画により、地域全体で子供たちの

学びや育ちを支える環境づくりを進めております。 

 各コミュニティ・スクールでは、学校運営協議会にお

いて、学校運営方針の承認、学校評価や課題など学校運

営に関する意見交換、地域学校協働活動としての登下校

の見守りや学校の教育活動の支援、各種行事への協力な
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どについて協議を行い、地域の特色を生かした学校づく

りが進められております。 

 学校運営に保護者や地域住民が参画することでの学校

のイメージの変化につきましては、学校と地域が情報共

有することで信頼関係や教育への関心が高まり、学校の

課題解決に向けた協力体制づくりが図られ、地域の学校

に対する支援活動の活性化につながっているところであ

ります。また、学校便りなどを通じた保護者や地域住民

への情報発信により、徐々に活動の認知度も高まってい

ると考えております。 

 課題につきましては、各コミュニティ・スクール間の

連携や情報共有による活動の一層の充実が必要であるこ

とから、本年６月に富良野市コミュニティ・スクール研

修会を開催し、先進的な取り組みの紹介や他校の委員と

意見交換を行い、学校運営への参画のあり方、進め方に

ついて共通認識を深めたところであります。 

 学校を核とした地域づくりの推進につきましては、地

域住民が学校と連携、協働した取り組みとして、農作業

体験、地域美化活動、地域行事への参加などの活動を行

い、学校と地域がともに子供たちを育て、ともに地域を

つくる考えが醸成されてきているところであります。 

 今後も、地域が一体となり、どのような子供を育てた

いのか、子供たちのためにどのような地域づくりを目指

すのかについて目標を共有し、学校を核とした地域づく

りが進むことを期待しているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） それでは、順次、再質問させて

いただきます。 

 １件目の１項目、各介護関係事業所における人材不足

の対策強化について、１点目、２点目について質問いた

します。 

 現時点において、外国人人材確保については１人の採

用が見込まれるという答弁をいただきましたが、今後の

介護人材確保の見通しについてはどのような状況になる

のか、お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 関野議員の再質問にお

答えいたします。 

 介護人材の来年度以降の見通しということでございま

すが、現在のところ、私どもで把握はしておりませんが、

今後も、毎年度、毎年度、市内の介護事業所の要望状況

をお聞きし、ニーズを把握しまして、そこでニーズがあ

れば、市内での調整及び予算の確保の準備、そして、同

協議会への働きかけというのを行ってまいりたいという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） ただいまの質問については了解

をいたしました。 

 次に、３点目の今後の人材不足の対策について再質問

させていただきます。 

 市長からは、研修の助成について答弁をいただきまし

たが、介護職員の初任者研修及び実務者研修への助成制

度の内容につきましては、介護事業者は認知していると

私は思いますけれども、一般住民、また高校生には余り

認知されていないと感じております。 

 この助成制度を広く周知することも必要でありますか

ら、新たな人材確保につなげるためにいろいろな周知方

法を考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 関野議員の再質問にお

答えいたします。 

 介護職員への市でいま行っています助成制度について

の周知方法ということでございます。 

 議員の御承知のとおり、本補助金は介護事業者へ直接

交付するものなので、介護事業者への周知はある程度周

知されているというふうに考えてございますが、いま御

指摘のように、今後は、機会を見て一般市民や高校生な

どへの周知も考えてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） 続きまして、２件目の教育行政

について再質問させていただきます。 

 １項目のコミュニティ・スクールのあり方についての

１点目の学校のイメージはどう変わったかというところ

で質問させていただきますが、教育長の答弁においては、

学校のイメージの変化、信頼関係が生まれる、地域との

情報共有とか、全体的に教育環境の改善が図られてきた

という内容だと思います。 

 地域とともにある学校づくりを推進している中で、前

段で申し上げましたが、行政、学校、家庭が一体となり、

子供たちがみずから学び、みずから考える力を育成する

ことが最も私は重要と考えます。学校を核とした学校教

育の質を向上させるためにどのような取り組みをしてき

たのか、お聞きいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 関野議員の再質

問にお答えいたします。 

 地域、学校等々の連携、取り組みの中で、教育の質を
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どのように高めてきたかということでございます。 

 これにつきましては、やはり、コミュニティ・スクー

ル、また地域学校協働活動の中での取り組みといたしま

しては、学校の先生方の中で担えない部分の対応、協力、

支援というのが重要だというふうに思っています。そん

な中で、各種体験をするような取り組みの中で支援をし

てきているところであります。そういうことによって、

子供たちが各種いろいろな体験に取り組むことが、今後

の子供たちの成長に当たって非常にプラスになるという

ふうなデータもあるところであります。 

 そんな部分で、いろいろな各種体験等々、協力、支援

できることによって、子供たちへの教育の質であり、ま

た、人間性を育むことができているというふうに考えて

いるところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） ただいまの質問に対しては、了

解をいたしました。 

 次に、１点目の中の課題について再質問させていただ

きます。 

 私は、保護者や地域住民との協働体制をつくるにはど

うしても課題があると考えます。活動が地域全体の取り

組みにはなっていないということも課題の中にはあると

思いますが、第１次富良野市教育振興基本計画において

は、既存の学校組織や地域組織との協働体制の確立が必

要であるとあります。これを目指していくには、それぞ

れの組織、または関係機関・団体との連携が必要であり、

また、役割分担も重要と感じますが、今後どのように取

り組んでいくのか、お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 関野議員の再質

問にお答えいたします。 

 課題の中で、地域全体の取り組みになっていないので

はないか、その中で、今後、それぞれの協働体制、協力

体制をどのようにつくっていくかということでございま

す。 

 こちらにつきましては、やはり、コミュニティ・スク

ールの活動というものが一部の方々になかなか認知をさ

れていないというところもあるのかなと、課題でありま

す。そんな部分で、それぞれの学校におきましては、コ

ミュニティ・スクール便り等々を通じながら地域の方々

に情報提供をして、取り組み、活動の情報共有をしてい

るところであります。 

 さらに、地域によりましては、やはり、それぞれの地

域の中にある団体あるいは組織等々と連携した中での各

種活動が行われているところであります。先ほど教育長

の答弁でもありました美化活動であったり、あるいは、

地域と連携した取り組みがいろいろ行われているところ

であります。 

 そんな部分を認知していただきながら、さらにその取

り組みを進めていただくことによって、課題解決等々に

つながっていくというふうに思っているところでありま

す。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） 次に、コミュニティ・スクール

のあり方の２点目について、全体的に再質問をさせてい

ただきます。 

 私は、学校教育の充実については、将来のベースにな

るものは人づくりであり、根底にあると思います。学校

を拠点としたさまざまな取り組みの期待、可能性につい

ても答弁をいただきましたが、一人一人の生徒が充実し

た学校を感じ取れてこそ、コミュニティ・スクールの意

義があると考えます。 

 コミュニティ・スクールのあり方として、子供たちの

成長のみならず、地域社会を活性化することも重要であ

り、そのためには、積極的に教員、協議会委員の連携を

強化し、近い将来、この学びの大地にコミュニティ・ス

クールをより一層浸透させるためにどこに重点を置いて

取り組まれるのか、現時点での見解をお伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 関野議員の再々

質問にお答えいたします。 

 教育の充実、それは最終的には人づくりにつながって

いくということで、どのように取り組んでいくのかとい

うことでございます。 

 議員の御質問のとおり、やはり、教育の最終的な目的

は、これからの未来を担う子供たちをいかに育てていく

かということが重要だというふうに思っております。 

 そんな中で、学校を核としながらどういうふうに進め

ていくかでありますけれども、やはり、地域の子供たち

は地域で育てるということを地域の中で共有していただ

くことが重要だというふうに思っています。そんな中で、

地域の皆様が協力できる、そういう意識を醸成していく

ことによって、また子供たちの学びも豊かになっていく

と思いますし、最終的には人づくりにつながっていくも

のだというふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ６番関野常勝君。 

○６番（関野常勝君） いま、部長より丁寧な答弁をい

ただきましたが、地域とある学校、いろいろな地域の方
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が学校には参画をしていますけれども、私は、やはり、

特色のある学校づくりというのがこれからはいろいろな

形で住民に対しても評価をされると思います。また、郡

部の小規模、大規模校の学校がありますけれども、特に

小規模校に対しては、やはり、地域資源というか、そう

いうのを生かした教育づくり、そういうのがもっともっ

と必要になると思いますが、その辺の考え方についてお

伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 関野議員の再質

問にお答えいたします。 

 地域、特色ある学校づくりをどのように進めていくの

かということであります。 

 議員の御指摘のとおり、やはり、コミュニティ・スク

ールの活動というものは、それぞれの地域の資源、特色

を生かしながら進めていくことが重要だというふうに考

えております。ですから、それぞれの地域に合ったそれ

ぞれの特色を生かした取り組み、活動を地域、学校、保

護者等々と連携して進めていくことがより重要だという

ふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 よろしいですか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、関野常勝君の質問は終

了いたしました。 

 ここで、午後１時まで休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時46分 休憩 

        午後１時01分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 午前中に引き続き、会議を開き

ます。 

 午前中の議事を続行いたします。 

 次に、天日公子君の質問を行います。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） -登壇- 

 通告に従い、質問をしていきます。 

 市内高等学校バス通学費補助金の拡大について。 

 高校教育の推進について。 

 西達布方面から高校通学バスの件で相談を受けました。

子供を富良野の学校に通わせ、定期代が高く、金銭的に

大変だったこと、バスの本数が少なく、子供がクラブ活

動で遅くなり、帰りのバスの時間に間に合わなかったと

きは、学校まで迎えに行ったことが幾度もあり、そんな

とき、お子さんたちは、学校に自転車に乗って通える人

はいいなとうらやんでいたそうです。 

 そして、同時に子供２人が高校に通っていたときには、

通学バスの定期券は３カ月、６カ月の定期券があります

が、まとめて買うと安くなりますが、一度に出すお金が

大きくなるので１カ月定期２人分を買うことしかできな

かったこと、また、通学バスのことを地域の人に聞くと、

いまは昔よりはよくなったよと言われ、そうなのか、仕

方がないのかと思ったこと、西達布からの高校通学にお

いては不便な上にお金がかかると話され、そして、これ

からは経済がよくないので軽減は必要だと話されました。 

 このような心情は、定期券を購入している老節布、麓

郷、布礼別地域の父母たちも同じ思いであり、同じよう

な経験をしたり、現在もしていると思います。例えば、

経済的負担の具体的なこととして、現在は西達布からの

通学生はおりませんが、例として、東山からの市内高校

通学の場合、１カ月の定期券は１万6,620円で、その４割

の補助を受け、自己負担9,720円、それにバス停までのコ

ミュニティカー代往復100円で、月2,000円として計算す

ると合計１万1,720円、年間にすると14万640円となりま

す。しかし、この金額よりは、皆さん、夏休みや冬休み

のことを考えて定期購入をやりくりして倹約をしておら

れるので、若干少なくなるようです。いまは東山を例に

挙げましたが、老節布、麓郷、布礼別においても経済的

負担額はさほど変わりはありません。このように、１人

につき年間13万円から14万円かかり、３年間にすると約

40万円前後が市内在住の高校生より経済負担が大きくな

っています。 

 私は、親の負担があることは昔から知ってはおりまし

たが、同じ富良野に住んでいながら、歩いたり自転車で

通える高校生とバスに乗らなければならない高校生では、

経済的な親の負担が余りにも大きいのではないかと思い

ます。 

 富良野市では、第２期子ども・子育て支援事業計画に

おいては、計画の対象をおおむね18歳未満として支援を

うたっています。内容として、物価の上昇や消費税の見

直しなどにより、子育て世代の日々の生活はさらに苦し

くなることが見込まれます、子育ての経済的負担の軽減

を図るためには、直接的、間接的な負担軽減策を各課横

断的に連携して対応していく必要があるとし、新たに検

討すべき取り組みとして、子育てに係る総合的な経済的

負担軽減の検討とあります。 

 私は、取り組む検討課題の一つとして、せめて、市内

高校バス通学費補助率40％を50％に改定することが必要

であると思います。50％に取り組んだとしても、まだ親

の自己負担50％の経済的負担は続きます。軽減を図るこ

とは、富良野市第２期子ども・子育て支援事業計画の達

成につながると思っております。 

 また、第１次富良野市教育振興基本計画にある高校教

育の推進において、将来を担う子供たちを地域で育てる
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環境づくりを掲げております。交通費の助成費拡大が、

直接、市内高校に行くことにはつながるとは思いません

が、地域で育てる環境づくりの一端となることは確実で

あると思います。少しでも軽減をして、教育を受けるた

めの公平を図ることに早急に取り組むべきことと思いま

す。 

 質問。 

 平等に教育を受ける権利を妨げないために、バスを利

用して富良野高校及び富良野緑峰高校に通学している高

校生の交通費負担軽減を図るため、定期券代補助を40％

から50％にすることは必要と思います。見解をお伺いい

たします。 

 これで、１回目の質問は終わります。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 天日議員の御質問にお答えいたします。 

 市内高等学校バス通学費の補助拡大についての高校教

育の推進についてでありますが、富良野市では、昭和52

年から市内の高等学校に路線バスを利用して通学する生

徒を持つ市内保護者の負担軽減のため、通学バスの乗車

距離が片道10キロ以上の生徒に対し、通学定期券及び回

数券の購入代金の４割を補助し、現在28名が利用してい

るところであります。 

 現在の補助率については、ＪＲ通学学生とバス通学学

生の均衡を保つこととしており、鉄路との比較ができる

ＪＲ山部駅－富良野駅間とふらのバス山部駅－富良野駅

間の１カ月定期料金からバス定期料金の４割を補助する

ことにより、均衡は保てるところであります。 

 また、市内高等学校バス通学費の補助は、通学費用の

居住地間格差是正及び公共交通機関による平等性を目的

としていることから、現在の補助率を変更することは考

えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） いま、教育長から答弁をいただ

きました。 

 現在、実態として28名いらっしゃるということであり

ますが、現実に負担が続いているのが多いということは

確認できたと思うのですが、このことについてはどのよ

うに思っておりますでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再質

問にお答えいたします。 

 保護者等々の負担が多い現実をどのように考えている

かということでありますけれども、高校教育におきまし

ては、基本的には、義務教育ではなく、やはり、自身が

専門的な知識を身につけるために、教育を受けるために、

選択をして高等学校に通うものだと思っています。また、

義務教育の小・中学校とは違いまして、学区の部分が、

義務教育におきましては自治体内にそれぞれ設置をして

いくわけでありますけれども、高校の場合には、広い、

自治体をまたいだ中での学区、その中でそれぞれ高校を

選択していくものだというふうに思っています。 

 そんな中で、市内の子供たちが市内の高校に通うこと、

それは、もちろん、我々教育委員会としてもそうしてい

ただくことが一番望ましいとは思いますけれども、学区

の中では、富良野の学区は上川南学区ということで旭川

近郊から南富良野まであるわけですから、その中で選べ

るところであります。そうしますと、そこを、それぞれ

自分の目指す部分におきまして高校を選択していくとい

うことになりますと、そこの負担は市内の高校に通う以

上にもいろいろとまた変わってくるのだと思います。そ

この部分で、教育委員会としましては、市内の中での、

やはり市内に通う、保護者に対しまして少しでも経済負

担を少なくしたいというふうに考えているところであり

ます。 

 その部分で、その根拠としましては、先ほど教育長か

らも答弁申し上げましたとおり、鉄路で通う子供たちと

バスという部分での比較ができます。その中で、それぞ

れの均衡を保つということで、バスより、ＪＲのほうが

安いわけですから、そこの均衡を保つということで、い

ま現在、そこを埋めるために４割というものを補助させ

ていただいて、それを、全市内の中、西達布、あるいは

麓郷地域から通う子供たちの保護者に対しましても同様

の基準で補助をさせていただいているところです。 

 高校教育につきましては、平成22年度から無償化とい

うことも進んできています。そういう部分では、また別

な角度からの保護者の負担軽減というものも行われてお

りますし、本市としましては、まずは通学に係る居住地

での格差是正と公共交通利用の方法によっての格差是正

を、埋めていくということで行っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） 私の今回の質問は、富良野に住

んでいる子供が、富良野の高校に通うための、バス通学

をしている子供への補助率を上げてほしいということで

質問させていただいたのですが、いまお話を聞いていま

すと、ほかの学校に通うＪＲを使っている子供さんたち

も含めて、均衡を図るために40％を維持していくという

ふうに理解しておりましたが、それでよろしいでしょう

か。 
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○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再質

問にお答えいたします。 

 現在、市内高等学校に通う子供たちへのバス通学助成

は、いま言いましたように、ＪＲとバスとの利用によっ

ての均衡を保つということを目的に行っているところで

あります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） 具体的に言いますと、西達布か

らはいまは来ていないということですが、西達布、麓郷、

布礼別、そちらのほうから来る方がＪＲを使うことはで

きませんよね。そういうところで均衡を図るということ

は、ちょっと私には理解できないんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再質

問にお答えいたします。 

 市としましても、やはり、助成を行うに当たっては根

拠が必要だというふうに思います。それにつきましては、

鉄路の中で比較できる山部－富良野間という部分の中で

比較をして、それを一つの根拠とさせていただいて、西

達布、そして麓郷地域等から通う子供たちに対しまして

も同様の補助率の中で対応していきたいというふうに考

えているところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） あくまでもＪＲの基準がこの補

助率にかかわっているという話でありますが、現実に、

年間10万円ちょっと、それから、３年間にするともしか

したら40万円近くの負担がかかっているということに対

しては、ＪＲの基準と比べることというのは、私は、昔

はわかりませんけれども、いま現在はそれが通るのかな

というふうに感じるのですが、いかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再々

質問にお答えいたします。 

 いま現在の中でＪＲとの比較が根拠となるのかという

ことでありますけれども、先ほどから何度も答弁をさせ

ていただいておりますけれども、やはり、そこの補助を

するに当たっての根拠が必要です。その中で、ＪＲとバ

スとの均衡を保つということでこの事業を組み立ててお

りますので、そこについては、いま現在の中では変わる

ものではないというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） ＪＲが基準になるということを

変えるということをいまはできないということですが、

私は、考え方によっては変えることができるというふう

に思っております。 

 今回、40％から50％に上げることはできないという答

弁でありましたけれども、方向性として何か考えている

ことはありますでしょうか。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再々

質問にお答えいたします。 

 このバス通学助成という部分につきましては、先ほど

から何度もお話ししていますとおり、変更は考えていな

いところです。また、この補助事業とは別に考えるとい

うことになれば、また別なのかなというふうに思ってい

ます。いま現在、そこの部分につきまして、高校に通う

子供たちに対しての支援というのは、いま現在のところ

は考えていないところです。 

 ただ、昨年、補助とは別でありますけれども、昨年12

月の定例会の中で市長のほうから行政報告をさせていた

だきましたけれども、市内の高等学校の、いま、再編と

いうことで北海道教育委員会のほうにも要望書を出させ

ていただきました。 

 そんな中で、先ほどもちょっとお話ししましたけれど

も、富良野から市外の高校に通う子供たちというのが一

定割合おります。そんな中で、地元の高校の定員充足率

が減っているということでありますから、そんな中では、

やはり、地元の高校に通ってもらうための支援といいま

すか、考え方が必要なのかなと思っています。 

 そんな中で、じゃ、なぜ富良野の外に出ていくかとい

うことをいろいろ聞きますと、やはり、将来の進学のこ

と、あるいは部活動のことというものがございます。そ

ういう中では、やはり、富良野の地元の高校に通っても

きちっとした大学を目指すことができる、あるいは、部

活動においても全国大会を目指せるというような、そう

いう魅力ある高校づくりをいまは進めていこうというこ

とでも考えておりますので、そんな中でまた違った角度

から考えていくことができるのかなというふうに思って

いるところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） 私の質問は本当に簡単で、富良

野に在住している子供たちは、同じ環境で負担がない形
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で市内の高校に通えるように環境づくりをしてほしいと

いうことでありまして、それが、バスに限っては40％の

補助でずっといままで来ておりますので、富良野市の住

みやすいまちづくりのためにも、子供たちが学校に通い

やすいようにするためにも、やっぱり、これの補助、支

援についてはもう少し考えていく必要があると思います。

いま答弁がありました中では、学校の魅力をよくして子

供たちを通わせるということで聞いてはいたのですが、

そのために何をするかということはちょっと聞き取れな

かったものですから、もう一度、答弁いただきたいと思

います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再質

問にお答えいたします。 

 魅力ある高校づくりを、では、具体的にどんなふうに

考えているのかということだと思います。 

 それにつきましては、先ほどもちょっとお話をしまし

たけれども、富良野の高校に通っても、一流大学といい

ますか、そこに通うことができる、さらに、部活動等々

においても全国大会を目指せるような、そんなような高

校にしていきたいと思っています。 

 そんな部分においては、やはり、学校の一定程度の規

模がなければそのような魅力ある取り組みもできないの

かなというふうに思っています。そんな部分で、規模、

そして学科編成を踏まえた中で、魅力ある高校づくりを

いま考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 16番天日公子君。 

○16番（天日公子君） 魅力ある学校づくりをするとい

うことは……（発言する者あり） 

 私が言っているのは40％から50％という話をしていて、

それが課題であると。それを解決するためには、何とか

努力していただきたいという思いでお話ししているので

すが、基準があるからできませんよ、見直しするのもま

だ全くないということでありますので、そういうふうに

捉えました。私の捉え方でよろしいですか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再々

質問にお答えします。 

 いまのこの事業につきましては、いまの現状の補助率

の中でまずは進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、天日公子君の質問は終

了いたしました。 

 ここで、10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後１時27分 休憩 

        午後１時32分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、大栗民江君の質問を行います。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） -登壇- 

 通告に従い、一般質問します。 

 １件目、ふるさと納税の増収対策についてお伺いしま

す。 

 １項目、ふるさと応援寄附金増額の取り組みについて

です。 

 新型コロナウイルス感染拡大が長期にわたる影響は、

市内経済のあらゆる分野に影を落としており、来年度の

税収の落ち込みが懸念されます。 

 ふるさと納税の取り組みについては、午前中もきのう

も質問がありましたが、私も令和２年第３回定例会にお

いて一般質問を行い、市長からは、市のいまの財政の状

況の中でも大切な財源の一つと考えており、今後の取り

組みについて考えを示していただきましたが、コロナ禍

による現下の状況に鑑み、再度、ふるさと納税の増収対

策について質問させていただきます。 

 初めに、今年度４月より総務課から企画振興課に担当

課がかわりましたが、ふるさと納税推進の庁内の体制は

どのようになっているのでしょうか。変更した理由につ

いてお伺いします。 

 また、市長からは、どのような形、体制で増額に結び

つけていくか、返礼品も含め、検討させていただいてい

る、民間の方々の意識の高まりも総合的に判断させてい

ただきながら、体制整備も検討させていただきたいとの

御答弁をいただきましたが、事業者協議会の検討状況に

ついて、進捗をお伺いします。 

 ２件目、企業版ふるさと納税を活用した財源確保につ

いてお伺いします。 

 １項目め、企業版ふるさと納税の事業展開についてで

す。 

 令和元年第３回定例会における企業版ふるさと納税に

ついて行った一般質問では、これまで寄附を受けた地方

自治体の調査を行うとともに、富良野市に思いのある企

業などの掘り起こしの検討を行ってまいりますとの御答

弁をいただきました。 

 当時は、一般的なふるさと納税に比べて活用状況が非



 - 70 - 

常に低く、なかなか活用されにくい状況とのことでした

が、８月27日、内閣府が発表した2020年度の集計結果で

は、寄附総額は前年度比約3.3倍の110億円、件数は1.7

倍の2,249件と制度開始以来最多となっており、寄附を行

った企業数は前年度の約1.5倍、寄附を受けた自治体数は

約1.8倍に増加し、認定自治体数は約１年間で2.8倍に急

増しています。 

 そこで、企業版ふるさと納税制度を活用するには、自

治体は、地域再生計画を策定し、申請し、国から認定を

受けなければなりませんが、地域再生計画の策定と富良

野市に思いのある企業などの掘り起こしや登録などの検

討状況についてお伺いします。 

 令和２年度からは、税の軽減割合が約９割に引き上げ

られるとともに、併用可能な国の交付金、補助金を拡大

し、さらに、10月に人材派遣型を創設されました。企業

にとっては、新たなパートナーシップの構築やSDGsの達

成など社会貢献のメリットがあり、人材派遣型では、寄

附活用事業に従事する職員として受け入れが可能で、関

係人口の創出、拡大も期待できます。 

 以前より使いやすい仕組みになったと思いますが、特

例措置は期間もあるので企業版ふるさと納税の取り組み

を加速するべきと考えますが、事業戦略の取り組みにつ

いて考えをお伺いします。 

 ３件目、女性にやさしいまちづくりについてお伺いし

ます。 

 １項目め、女性に寄り添う取り組みについてです。 

 新型コロナウイルス感染症は、いままで見えてこなか

ったさまざまな問題を浮き彫りにしました。その一つが

生理の貧困で、これまで女性が声を上げにくかった問題

ですが、ニュースで取り上げられ、この日本にも生理の

貧困が広がっている実態があるという内容を見た市民か

ら私たち女性議員にも声が寄せられ、さまざまな角度か

ら意見交換を行ってきました。 

 内閣府の男女共同参画局では、顕在化した生理の貧困

問題は、女性の健康や尊厳にかかわる重要な課題と捉え、

６月に策定した女性活躍・男女共同参画の重点方針2021

の一つ目の柱をコロナ対策の中心に女性をと挙げており、

生理の貧困への支援が項目に盛り込まれました。 

 男女共同参画局が女性の健康支援における生理の貧困

について実施した地方公共団体の取り組みに対する第２

回目の調査では、生理の貧困に係る取り組みを実施また

は検討している地方公共団体の数は７月20日時点で581

団体、その調達元は、防災備品が最も多く、次いで、予

備費の活用、企業や住民などからの寄附が多く、本調査

の取り組みとは別に、地域女性活躍推進交付金及び地域

子供の未来応援交付金を活用した取り組みが76の地方公

共団体で実施されていました。 

 提供方法は、社会福祉協議会や教育委員会と連携して

行う方法や、民間事業者と協定を締結し、無料の機器、

ナプキンディスペンサーを設置することで、継続的に実

施する仕組みを構築している団体もあります。また、社

会福祉協議会や保健センターなど各種相談窓口を生理用

品の提供場所とすることで、必要な相談支援につなげや

すくしている工夫や、ＱＲコードを掲載し、若者世代に

向けてさまざまな相談窓口があることの情報提供に工夫

を凝らし、窓口の存在自体を知った女性が電話や来庁す

るアクションにつながり、必要な支援にたどり着くこと

ができたなどの効果が明らかになっています。 

 各都道府県別の実施調査では、広島県が79％と１番で、

18都県は都道府県が主体に実施しており、北海道は４％

と46番目に位置している調査結果が公表されています。 

 そこで、新型コロナウイルスの感染拡大で顕在化した

生理の貧困など女性特有の課題について、相談支援の推

進が必要と思いますが、関係機関が連携し、支援が必要

な人に寄り添う相談支援体制について見解をお伺いしま

す。 

 次に、無料で生理用品を提供する地方公共団体が広が

っておりますが、富良野市において、トイレットペーパ

ー同様、生理用品の無償提供実施について、市の考えを

お伺いします。 

 ２項目め、学校における生理の貧困問題などの取り組

みについてです。 

 生理の貧困への対応が国際的な流れになりつつあり、

日本でも学校への配備が広がっています。東京都が全都

立学校トイレに生理用品配備を実施するのを初め、群馬

県では、掃除用洗剤やトイレットペーパーを購入する管

理費を充てて県立学校への配備を進めており、美術館や

図書館には、無料機器、ナプキンディスペンサーを設置

して、税金を使わずに広告料で賄う仕組みを構築されて

います。また、高知県では、交付金を活用し、県社会福

祉協議会に事業を委託し、孤独や不安、生きづらさを抱

える女性の支援につながるよう、全市町村窓口や社会福

祉協議会で相談窓口紹介カードと一緒に希望者に渡すほ

か、県下の小・中・高校にも配置を進めるなど、各地で

支援の輪が広がっています。愛知県東郷町では、ＳＮＳ

で生理の貧困を知った女子児童が学校に衛生用品をと町

に提案したことを知った企業が寄附を寄せてくださり、

全小・中学校のトイレに生理用品の設置ができたことを

きっかけに、町では、生理用品を継続的に設置する方針

を決め、その財源をふるさと納税の活用事業に加えて実

施されています。 

 本市でも、各方面から児童生徒たちが安心して学校生

活を送れるよう、生理用品の無償提供について要望書が

提出されておりますが、その後の検討状況と今後の取り

組みの考えについてお伺いします。 

 国民生活基礎調査2019では、17歳以下の子供の貧困率
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は13.5％、約７人に１人の子供が貧困状態にあると示し

ています。生理の貧困はコロナ禍で顕在化しましたが、

子供の貧困の背景には親の貧困が潜んでいるので、保護

者が生活に困窮すると、その影響が子供たちに及ぶこと

を心配し、学校における生理用品無償提供は、子供たち

には絶対必要な支援であるとの市民意見が私たち女性議

員にも寄せられました。 

 そこで、富良野市としてどのような支援がよいのか、

また、どのような支援や施策を行政に求められているの

か、モデル事業を試行し、支援ニーズを知るための実態

調査を行うなど、課題に対応する考えについてお伺いし

ます。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 大栗議員の御質問にお答えします。 

 １件目のふるさと納税の増収対策についてのふるさと

応援寄附金増額の取り組みについてでありますが、本年

４月から、ふるさと納税の所管を企画振興課に移管いた

しました。その目的といたしましては、ふるさと納税は、

まちづくりのための貴重な原資として寄附をいただくこ

ととあわせて、商品開発、地場産品の販路拡大などによ

り雇用創出、地域活性化を目的としていること、あわせ

て、第６次富良野市総合計画で掲げている市民との共創

の課題としてふるさと納税を捉えていることや、寄附さ

れた方との関係がより深化する可能性もあることから、

本市との関係創出及び強化を図るため、企画振興課とし

たところであります。 

 次に、事業者などの組織化による協議会の検討状況に

つきましては、ふるさと納税の支援業務委託者、いわゆ

る中間事業者への登録は、株式会社富良野物産観光公社

と株式会社ふらの農産公社と富良野市のみとなっており、

新たな返礼品開発については富良野物産観光公社に役割

を担っていただいております。 

 現在、ふるさと納税全体の体制見直しを進めており、

返礼品提供事業者を広く募集し、ふやしていく準備を進

めておりますので、事業者協議会など組織化については、

今後の事業者登録の状況等を勘案して必要性を検討して

まいります。 

 ２件目の企業版ふるさと納税を活用した財源確保につ

いての企業版ふるさと納税の事業展開についてでありま

すが、本市におきましては、令和３年４月よりスタート

した第２期富良野市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づき、第２期富良野市まち・ひと・しごと創生推進計

画を地域再生計画として策定し、令和３年８月20日付で

内閣府から認定を受けたところであります。 

 企業の掘り起こしの検討状況につきましては、現在、

全国的な寄附事例の情報を収集し、創業者が本市出身で

ある企業、あるいは、本市に工場を新設した市外企業な

ど、本市へ寄附の可能性のある企業を前提条件に整理を

進めているところであります。 

 次に、事業戦略につきましては、本市においては、こ

の間、企業版ふるさと納税を活用した地方創生事業はご

ざいませんが、本市の事業に対し、民間企業が賛同し、

応援していただけることは、財源確保の面だけではなく、

企業とのまちづくりにおける連携等、本市の地域創生事

業の取り組みをより充実、強化していく観点からも有益

であると考えております。 

 今後も、第２期富良野市まち・ひと・しごと創生推進

計画に基づき、企業版ふるさと納税の活用を検討してま

いります。 

 ３件目の女性にやさしいまちづくりについての１点目、

女性に寄り添う取り組みについてでありますが、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴い、老若男女を問わず、

生活や仕事、子育てや介護などの不安が高まっているこ

とから、市民が安心して暮らすために相談窓口、相談体

制を充実することは重要な取り組みであり、市では、市

民相談、ＤＶ相談、ひとり親家庭相談などの窓口を設置

するとともに、社会福祉協議会に生活困窮などの相談業

務を委託するなど、さまざまな相談に対応してきたとこ

ろであります。 

 また、コロナ禍においては、新型コロナウイルス感染

症に関する相談、支援として、市のホームページ等によ

り周知を行ってまいりました。各相談窓口で対応してい

る内容については、市民向け相談業務窓口連絡会議を設

置しており、情報共有及び連携を図っているところであ

ります。 

 次に、生理用品の提供についての考え方についてであ

りますが、内閣府の調査によると、令和３年７月20日時

点で生理の貧困に係る取り組みを実施している自治体は、

全国で581団体あり、道内では検討中も含め11団体となっ

ております。配付対象は、公共施設での配付や小・中学

校、高校、大学での配付などさまざまであります。また、

民間企業との協定により、生理用品の無料配付機器の設

置を進めている自治体もあることから、これらの取り組

み状況を参考に、富良野市における日常の相談内容も踏

まえ、生理の貧困等に係る取り組みについて検討してま

いります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続けて、御答弁を願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 大栗議員の御質問にお答えいたします。 

 ３件目の女性にやさしいまちづくりについての２点目、

学校における生理の貧困問題などの取り組みについてで
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ありますが、８月上旬に、市議会議員女性の会ほか１団

体から、生理用品の購入が難しい子供や、緊急時に使用

できるよう、学校のトイレなどへの配置を求める生理の

貧困問題に係る要望書が提出されました。 

 生理用品につきましては、全小・中学校の保健室に緊

急時に使用できるよう整備しており、授業や学校便りを

通じ、児童生徒や保護者に対し、周知を図っております。

また、子供から申し出があった際には、養護教諭に限ら

ず、どの教員でも対応することとしております。 

 生理用品を使用した場合の対応については、一部の学

校で使用後は返却を求めていたことから、今後は返却を

求めない対応としたところであります。また、生理につ

いては小学校３、４年生の保健の教育課程で取り上げら

れておりますが、そのほか、道徳など授業においても、

男女共同参画、多様性など人権に関する学びを通して子

供たちの理解を深めてまいります。 

 次に、行政に求められている支援や施策、大規模校で

のモデル事業を試行し、実態把握をする考えについてで

ありますが、国の子供・若者育成支援推進大綱（令和３

年４月）では、子供の貧困問題への対応として、新たに

学校において月経に関する指導を児童生徒の実態に応じ

て行うとともに、学校では生理用品を必要とする児童生

徒への対応がなされるよう、教育委員会などに対し促す

ことが示されたところであります。 

 生理の貧困対策については、始まったばかりであり、

他自治体においても取り組みについて模索していること

から、本市といたしましても、国の大綱の趣旨を踏まえ、

他自治体の先行事例も参考に、どのような対応が必要か

つ効果的なのか、検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） それでは、順次、再質問をさせ

ていただきます。 

 １件目のふるさと納税の増収対策の１項目め、応援寄

附金増額の取り組みについては、今後、関係創出強化を

図るために、担当課を異動させて、今後の関係性など必

要性を検討していくという御答弁をいただきましたが、

この取り組みに対して、いつごろを目途に、どのような

スケジュールかというのは、何か明らかというか、決ま

っているものがあればお示しいただきたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再質問にお答え

します。 

 ふるさと納税の所管の異動について、どのような戦略

かということだったというふうに思いますが、先ほども

答弁させていただきましたように、４月１日に企画振興

課のほうに移管させていただいてございます。 

 それにつきましては、先ほども、るる、市長のほうか

らお答えさせていただいていますけれども、一つの関係

性の深化、より深く関係人口をふやしていきたいという

思いも含めて、させていただいているところでございま

す。 

 その進め方としては、いま、きのうもきょうも含めて、

いろいろと進めさせていただいているとこでございます

が、まず、販路拡大を含めた、提供事業者を多く集めま

して、戦略的に地場産品を売っていきたいというところ

と、いろいろな意味で引き続きの関係性をつないでいき

たいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 続きまして、企業版ふるさと納

税について再質問をさせていただきます。 

 ８月20日に富良野市も認定になったということで、こ

れから取り組みが始まっていくのかなと期待をするとこ

ろなのですが、2020年度に、自治体の10番目ぐらいに、

企業版ふるさと納税の寄附の多かった自治体に北海道は

二つ、入っている自治体がありました。３位の厚真町、

ここは７億4,000万円で、公共施設に太陽光発電を導入す

る事業、また、10位に東川町、１億9,000万円でありまし

たけれども、ここは、ふるさと納税とか企業版に一生懸

命取り組んでいらっしゃるところで、担当の体制を東川

スタイル課というのを設けて頑張って取り組まれていま

す。釧路も、企業版ではないですけれども、ふるさと納

税に力を入れるのに自治体戦略担当部長のポストを４月

から新設されて頑張っているところです。 

 本市においても、すばらしい財産、富良野の魅力がた

くさんありますので、こういう投資を呼び込む戦略、人、

物、金、ここに本腰を入れて取り組める体制がもうちょ

っと必要なのではないかなと思うのですが、この体制の

確立についてお伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再質問にお答え

します。 

 ふるさと納税を推進するための体制ということだと思

いますが、先ほど市長からも答弁させていただきました

けれども、令和２年度に制度が大幅に変わりまして、実

は、昨年も富良野市からも登録はしているのですけれど

も、改めて、新しい総合計画、第２期まち・ひと・しご

と創生総合戦略を立てたことから、ことし改めて申請を

させていただきまして、地域再生計画というものが内閣

府から認定をさせていただいてございます。 

 この間、昨年もそうなのですが、いままでも、戦略と
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して、企業おこし、例えばふらの会を利用したりという

ことはさせていただいているのですけれども、昨年、残

念ながらふらの会へはなかなか行けなかったというとこ

ろもあって、ちょっと足踏みはしておりますけれども、

そういうところをいっぱい戦略的につながりながら、ま

た、富良野市の関係のあるところ、また、富良野市と仕

事をしているとかというところも、戦略を持って広げて

いきたいというふうに思ってございます。 

 担当部署につきましては、いま、はっきりしたという

ところではありませんけれども、ふるさと納税の担当で

あります企画振興課、あわせて企業版ふるさと納税も企

画振興課を中心にしながら今後も進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） いま、企画振興課を中心に、そ

ういう考えでございましたが、今後、企業版ふるさと納

税、本当に力を入れていくには、富良野市がどんなこと

をしようとしているのか、アピールというか、それもす

ごく大事になってくると思います。 

 いまは、道内でも64％以上の市町村が認定されており

ます。そういう中では、コロナ禍になって、首都圏に出

向いていってトップセールス、こういうやり方が、ちょ

っと工夫が必要になってくるのかなと思うところなので

すが、ここのところのトップセールスとか、そういうＰ

Ｒに関しての工夫など考えてございましたら、御答弁を

お願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再々質問にお答

えします。 

 新たなＰＲ方法というところだと思います。 

 いままで、私どもとしては、積極的なＰＲというのは

ホームページ上でしかなかったと思います。それも、国

のホームページ、道のホームページにというところであ

りますけれども、まず、第１段階でありますけれども、

大変おくれていましたけれども、本市のホームページの

ほうでも宣伝をさせていただいて、富良野市の総合戦略

ではこういう取り組みをしていますよというところをま

ずアピールするというところが必要だというふうに思っ

ています。 

 その上で、首都圏に出向く機会があるかどうか、これ

からの新型コロナウイルスの状況もありますけれども、

基本的には、なるべく人脈を使いながらやっていくとい

うところが必要かなというふうに思っていますので、そ

の戦略的なものを再度立てていきたいというふうに考え

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 地域再生計画、富良野市が認定

になったその計画では、寄附の金額の目安が2024年度ま

でで4,000万円という形での上限を設けている計画であり

ました。 

 先日、ヤフーが１億円、そういう記事もございました

けれども、三笠市のほうでは2022年までに12億円集める、

こういう目標を掲げて、目安を掲げてやっております。

そういう中では、しっかりと寄附の金額の目安がクリア

できるように、富良野市とゆかりのある企業の登録など

の整備も進めているということですので、さらに目を引

くような取り組みといいますか、そういうところに対し

てのさらなるＰＲがありましたら、お答え願います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再々質問にお答

えさせていただきます。 

 さらなるといいますか、こういうことは、先ほどのふ

るさと納税もそうなのですが、私どもだけではなくて、

市民一体となってというふうには必要だと思います。そ

のためには共創ということが非常に大事だというふうに

思ってございますので、そういう面では、限りある人脈

も含めていろいろな方を伝っていくということがござい

ますので、そういう意味ではアンテナを高くしながら進

めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） ここで、空気の入れかえをしま

す。 

 ５分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後２時08分 休憩 

        午後２時11分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 続きまして、女性にやさしいま

ちづくりについて、再質問を行わせていただきます。 

 １項目め、女性に寄り添う取り組みについてです。 

 るる御答弁をいただきましたが、相談体制につきまし

ては、いま、市民向け相談業務窓口連絡会議というのを

行いながら連携してやっているという御答弁でありまし

たが、今回は、けさの新聞にも、サポート事業を使いな

がら生理用品を配付して相談をやっていくという新聞の
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報道もございましたけれども、このつながりサポート事

業、けさの新聞に載っていた事業は令和４年１月31日ま

での事業なので、やはり、継続して取り組んでいけるよ

うな相談体制の整備というのが私は必要になってくると

思います。 

 そういう中では、市民相談室、ＤＶ、ひとり親、社協

とかさまざまやってくださっておりますが、ここのつな

がりサポートを継続していくような取り組みの考え、女

性職員を中心にチームでそういうネットワーク会議をす

るとか、相談事業全般に男女共同参画室のようなものを

設けてやっていくというような考えというのはいかがで

しょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 大栗議員の再質問にお

答えしたいと思います。 

 先ほど、相談体制につきましては、女性に寄り添う支

援がこのコロナ禍においてクローズアップされてきてい

るというのは承知しているところでありますし、従前か

らも、市長答弁にありましたように、老若男女を問わず、

市民が、困り事、相談事があるときの相談体制について

はしっかりと構築をしてきていると思っております。 

 また、相談窓口においては、それぞれ専門的な要素が

多いですので、先ほど答弁にありました市民向け相談業

務窓口連絡会議というのをつくっておりまして、こども

未来課ですとか市民相談室、行政相談、あと、富良野調

停協会の方ですとか社会福祉協議会の方にも入っていた

だいて、どのような相談があるのか、どのような支援や

つなぎ方ができるのかといったことを話している会議に

なっております。 

 相談につきましては、法的な支援ですとか経済的な支

援、あと、精神的な支援というのがつなげていくことに

なるかと思いますけれども、当然、相談体制はしっかり

していなければならない、また、相談員のスキルについ

てもきちんと研修をしていなければならない、また、ほ

かの相談窓口との連携もきっちりとっておくことで、必

要な支援にすぐつなげられるようにということで、こう

いう体制を組んできているところであります。 

 当然、こういうときに相談ができずに支援を必要とし

ている方というのもいらっしゃると思います。けさの新

聞記事にありましたように、ＮＰＯ団体のほうで相談窓

口ができるというのは非常に喜ばしいことであって、当

然、中には公的な窓口には相談に行きづらいという方も

いらっしゃると思いますので、こういう団体の方が一つ

の窓口として受けていただければ、こういうところにも

どういう相談があったのかとか、どういうのが必要なの

かというのが今後の富良野市の相談体制にも生かせると

思っておりますので、まずはこちらのほうで取り組んだ

り検討したり、みんなで考えていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） いまの答弁の中では、そういう

つながりサポート事業は、ＮＰＯの知見も活用しながら

という御答弁でございました。 

 それでも、このサポート事業は、本当に来年の１月31

日で終了という、交付金を使っての事業でございます。

そういう中では、そこを継続していけるような体制の考

えとか、体制づくりをしっかりと、市のほうでも男女共

同参画室を設けるなり、そこと連携をとっていくという

ような考えというのはいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 大栗議員の再々質問に

お答えしいたします。 

 いま、男女共同参画室などの特別な部署を設けて体制

をきっちりアピールしたり、こういうつながりサポート

事業みたいなものを行う考えはあるのかという質問にな

ろうかと思っています。他の自治体のいろいろな事例を

見ましても、当然、男女共同参画室を設けてしっかり取

り組んでいるところもありますし、既存の、例えば、富

良野市で言いますと市民相談室であったり、市民協働課

であったり、そういう部署が中心となって取り組んでい

るところもあります。また、福祉課ですとか、こども未

来課ですとか、いろいろなところが中心となって、きっ

ちり寄り添う支援ができている自治体も数多くあります

ので、男女共同参画室を設けるというのもいろいろな考

えの中の一つには将来的にはなるかもしれませんが、い

ま、私たちがコロナ禍において必要な支援ということで

すので、いまある体制の中できっちり連携をとって取り

組んでいくことがいま求められていることなのかなとい

うふうに考えて、しっかり取り組んでいきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 了解しました。 

 続いて、富良野市として生理用品の無償提供実施につ

いての考えは、今後取り組みを検討していくという御答

弁をいただいたところでございます。 

 まずは、私としては、来年度、新しく完成する市の庁

舎、ここに設置をするべきではないかと思いますが、こ

の点のお考えというのはいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 
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○市民生活部長（山下俊明君） 大栗議員の再々質問に

お答えします。 

 新庁舎に生理用品を配付してはどうかということかと

思いますが、この生理用品の配付というのは、各自治体

で行っているところがふえてきておりますけれども、当

然、ただ置くというのではなくて、生理の貧困などの女

性特有の課題解消のための一つのツールとして行われて

いるというふうに考えております。 

 当然、生理用品の配付をきっかけとして相談につなげ

ていくですとか、相談体制を、きっちり窓口を設けて、

そこに相談に来た方に支援の一つとして生理用品を配付

するというのがこの生理の貧困における生理用品の配付

だというふうに考えておりますので、先ほどの答弁の中

でも話したように、相談体制の中で、いま、富良野市で

は、実際は、いろいろな相談窓口の方の話を聞くと、生

理用品の困窮というのは、ちょっと声が上がっていない

ところです。それは、声が上がっていないから、ないの

か、それとも、そういう声を聞く相談体制になっていな

いのか、または、先ほどのＮＰＯ団体のようなところじ

ゃないとなかなか声を拾えないのかというところもある

かと思いますので、そういう実態をまた洗い出しながら、

本当に必要であれば、そういったことも相談につなげて

いくための一つの方法として検討していきたいと考えて

おります。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） 一つの方法として検討してくだ

さるということで、本当に、いま、コロナ禍で顕在化し

た問題ですが、女性の方、特に家事や育児の両立、人に

よっては仕事やＰＴＡと、三立、四立とこう頑張ってい

る女性の方もいらっしゃいます。 

 富良野市も、そして、第６次総合計画にはSDGsの理念

も絡めた総合計画ができていますけれども、そこには男

女共同参画社会の取り組みに関しての施策の目標やら現

状やらも、計画にはのっております。 

 そういう中におきましては、若い将来世代への投資と

いう考えでは、富良野市は健幸都市の創造を目指してい

らっしゃいますので、いま、高齢者の方には高齢者介護

用品助成券とか紙おむつ助成事業というのをやっており

ますけれども、女性の方も肌に合う、合わないとかある

と思います。そういう中では、こういうクーポンのよう

な形で女性支援を行っていくという考えはいかがでしょ

うか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 大栗議員の再々質問に

お答えします。 

 いま、るる答弁で話をさせていただいたのは、コロナ

禍も含めまして、顕在となった女性特有の課題が出てき

て、その課題に対してどのように寄り添う支援の取り組

みを行っていくのかということでの答弁でございました

ので、また、今後、いま御質問にありました女性の支援

の部分については、また、コロナ禍では当然顕著ではあ

りますけれども、コロナ禍が終わった後も出てくる問題

だというふうに考えておりますので、そこは男女共同参

画の取り組みもしておりますけれども、その中でまた議

論の題材として挙げて議論していきたいなというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 ５番大栗民江君。 

○５番（大栗民江君） それでは、学校における生理の

貧困問題の取り組みについてお伺いをさせていただきま

す。 

 要望書の提出後、返却を求めないようにした、また、

さまざまな取り組みを進めてくださっているということ

を、るる、理解したところです。 

 そういう中では、ことし４月に子供・若者育成支援推

進大綱、これが決定されて、教育委員会などに対しても

学校で生理用品を必要とする児童生徒への対応をするよ

うに促されているということで、私も周りの方々にいろ

いろちょっとお話を聞いてみました。そうすると、学校

において、女性の教師といいますか、先生は、職員トイ

レのほうにポーチなどを置かれて御準備をされている、

子供たちはかばんから出してポーチをトイレに持ってい

ったり、いまはポケットが小さくてさまざまなデザイン

の服があったり、友達に悟られたくないとか、なるべく

交換はしなくていいように夜間用を使っているとか、そ

ういうさまざまなお話をお伺いしたんですけれども、こ

れも健康上の問題もちょっと心配なのかなと私的には思

います。 

 なので、生理をめぐる不安を一つでも取り払うという

ことで、学校で勉強に専念できるというような環境づく

りにもつながるのではないかと思うのですが、このよう

に保健室プラストイレに配置するという考えについては

いかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大栗議員の再質

問にお答えをいたします。 

 生理用品等を保健室だけではなくてトイレ等々にも配

置する考え方はどうなのかということでございます。 

 これにつきましては、いま現在はトイレのほうには各

学校は配置していないところであります。ただ、先ほど

の教育長の答弁、そしてまた、いま議員からも御指摘が

ありましたように、内閣府の子供・若者育成支援推進大
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綱の中でも生理用品を必要とする児童への対応を教育委

員会に対して促すということでもありましたので、答弁

でもありましたように、ほかの自治体の対応であったり、

また、学校とも協議をしながら、どのようにするのが一

番効果的なのか、必要性があるのか等々も含めながら検

討していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御質問ございますか。 

 よろしいですか。 

(「了解」と呼ぶ者あり) 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、大栗民江君の質問は終

了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

 16日、17日、21日は議案調査のため、18日から20日は

休日のため、それぞれ休会といたします。 

 22日の議事日程は、当日配付いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後２時27分 散会 
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